
東京都第１区の区域は、次のとおりです。
◎千代田区の全域
◎港区の次の地域
芝５丁目、三田１〜５丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、南麻布１〜５丁目、元麻布１〜３丁目、西麻布１〜４丁目、六本木１〜７丁目、
麻布台１〜３丁目、麻布十番１〜４丁目、東麻布１〜３丁目、元赤坂１・２丁目、赤坂１〜９丁目、南青山１〜７丁目、北青山１〜３丁目、
高輪１〜４丁目、白金１〜６丁目、白金台１〜５丁目、芝浦４丁目、海岸３丁目４番〜１３番・２０番〜２１番・３１番〜３３番、港南１〜５丁目、
台場１・２丁目

◎新宿区の次の地域
四谷１〜４丁目、四谷本塩町、三栄町、四谷坂町、若葉１〜３丁目、須賀町、左門町、信濃町、南元町、荒木町、舟町、愛住町、大京町、霞ヶ丘町、
内藤町、片町、新宿１〜７丁目、歌舞伎町１・２丁目、市谷田町１〜３丁目、市谷砂土原町１〜３丁目、市谷左内町、市谷加賀町１・２丁目、
市谷甲良町、市谷船河原町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷山伏町、市谷八幡町、神楽坂１〜６丁目、細工町、二十騎町、揚場町、津久戸町、
東五軒町、西五軒町、赤城元町、南榎町、袋町、払方町、南町、北町、納戸町、南山伏町、北山伏町、白銀町、下宮比町、矢来町、若宮町、岩戸町、
中町、箪笥町、横寺町、筑土八幡町、新小川町、神楽河岸、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷仲之町、赤城下町、天神町、榎町、東榎町、早稲田町、
早稲田南町、馬場下町、原町１〜３丁目、喜久井町、築地町、弁天町、中里町、山吹町、改代町、水道町、早稲田鶴巻町、住吉町、市谷台町、河田町、
若松町、余丁町、戸山１〜３丁目、富久町、百人町１〜４丁目、大久保１〜３丁目、戸塚町１丁目、西早稲田１〜３丁目、高田馬場１〜４丁目、
下落合１〜４丁目、中落合２丁目、北新宿１〜４丁目、西新宿１〜８丁目
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01-05 原口実季

01-04 園田 ( 松沢 ) 香

01-01 山田美樹

（₁）



投票日 月 日㈰午前7時から午後8時まで2210
（ただし、檜原村、奥多摩町及び新島村では、午前7時から午後6時まで）
小笠原村第二投票区（母島）では、10月21日㈯午前7時から午後8時まで
投票方法「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
◇小選挙区選出議員選挙　　　「候補者氏名」を記載
◇比例代表選出議員選挙　　　「政党等の名称」を記載

→→

（期日前投票所によって、投票できる期間等が異なる場合がありますので、区市町村の選挙管理委員会におたずねください。）

・期日前投票期間　10月11日（水）～10月21日（土）　午前8時30分から午後8時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など

仕事やレジャーなどで投票日に行けない方は、期日前投票ができます。
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01-02 海江田万里

01-00 犬丸光加

01-06 又吉光雄

（２）
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